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緊急事態宣言等の解除を受けた緊急提言 

 

  全国の新規感染者数が減少傾向にあり、医療提供体制への負荷も軽減され

ていることから、９月３０日をもって１９都道府県の緊急事態宣言と８県で

のまん延防止等重点措置が解除された。 
  しかし、感染者数の減少について、その原因が必ずしも明らかではなく、ま

た、これまでの宣言解除時に比べ感染者数等が高い水準にあるなど、未だ予断

を許さない状況にある。また、約半年におよぶ緊急事態宣言等により地域経済

は危機的状況に陥っており、一刻も早い経済再生が求められている。 
  全国知事会としても、新総理及び新内閣と力を合わせ、第５波の感染封じ込

めと地域経済の回復に全力で当たる決意である。 
  政府におかれては、感染拡大防止策をはじめ、協力金などの財源確保、ワク

チン接種の加速、医療提供体制の充実・強化、手厚い地域経済支援など、下記

の項目について、地方と十分協議しながらスピード感をもって対策を講じる

よう、強く求める。 
 
 

１．感染拡大防止対策の徹底及び出口戦略について 

 

（１）第５波の総括及び第６波に備えた効果的対策の提示 

  デルタ株への置き換わり等による急激な第５波の到来、その後の急激な感

染者数の減少など、その経過・原因、対策の効果等については十分な検証が必

要である。 

  今後必ず到来する第６波に備えるためにも、国において、諸外国との比較

も含めて科学的根拠や知見を交え、今回の第５波の分析・検証を早期に進め

た上で総括を行い、今後有効となる具体的な対策を都道府県と共有するとと

もに国民に対してしっかりと提示すること。 

  また、分析に当たって、都道府県等によって重症者等の統計の基準が明確

でないため、国において統一基準を設定すること。 

 

（２）リバウンドを生じさせない強いメッセージの発信 

  緊急事態宣言等の解除や、全国において感染者数が減少したことに伴う安

心感が国民全体に緩みを生じさせ、再度の感染拡大を引き起こすことがない

よう、行動変容を促す強いメッセージを発出すること。 

  具体的には、マスクの着用などの基本的な感染対策の継続や、体調不良時に

おける医療機関での早期受診、ワクチンを接種した方であっても感染対策の
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徹底が必要であることを国民に強く呼びかけること。 

  また、中等症等でも厳しい病状となり後遺症に悩まされること、陽性者数の

増加は医療提供体制に深刻な影響を及ぼすことを、国においてあらゆる広報

媒体を通じて強力に発信すること。 

 

（３）若者に向けた正しい情報の発信 

  若年層の間で、ワクチンの副反応等に関する誤った情報が、ネット等を通じ

て拡散していることから、ワクチン接種の効果などに関する正確な情報を分

かりやすく、確実に伝え、十分な理解が得られるよう、ＳＮＳを活用するなど、

周知方法を工夫し、取組を抜本的に強化するとともに、自治体が行う接種促進

策を強力に支援すること。 

 

（４）感染状況がいまだ高いレベルの地域との往来の際の注意喚起 

  秋の行楽シーズンなど都道府県境をまたぐ旅行・移動に際しては、移動先の

感染状況を確認し慎重に判断することや、基本的な感染防止対策の徹底、各都

道府県の要請等を踏まえた行動を行うことなど、国において各都道府県とと

もにワンボイスで呼びかけること。 

  また、全国的な人の移動が活発になる年末年始に向けては、早い段階で国民

に対してしっかりと注意喚起を促すなど適切な対応を講じること。 

 

（５）出口戦略・行動制限の緩和 

  出口戦略・行動制限の緩和の検討に向けて、国は、感染状況や医療提供体制

などの地域の実情に応じた制度となるよう、全国知事会を始め、自治体と十分

に協議できる場を早急に設置すること。 

  制度設計に当たっては、ワクチン接種者と検査陰性者とは、感染や重症化リ

スクが大きく異なるという考えの下、現場の実情を把握している都道府県知

事の意見を十分に踏まえること。 

  ワクチン・検査パッケージを適切に運用するためには、まず大前提として、

どのような状況・場面で運用するのかを明確に示す必要があるとともに、実施

の前提となるワクチン接種率を含めた様々な指標を示す必要がある。ワクチ

ン接種率については、個々人の事情に配慮しつつより高い目標を掲げ、その目

安を示すことと併せて、積極的な周知・広報など実現に向けてあらゆる手段を

講じること。 

  加えて、可能な限り制約のない日常生活を徐々に戻していけるよう、適用場

面・適用期間を含め制限緩和の具体的な内容、及び終了時期について明示し、

集中ヒアリングを始め国民的な議論につなげること。 

  さらに、緊急事態宣言地域等における緩和を前提とした議論ではなく、そう

でない地域における感染対策強化も視野に入れた幅広い議論を行うこと。 
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  ワクチン・検査パッケージの実施における、ＰＣＲ検査等の受検や検査結果

証明書に係る個人負担への支援策、市区町村や保健所、医療機関の負担となら

ない制度設計、その他、年齢制限や疾病等によりワクチンを接種できない方へ

の支援をはじめとする各種取組への支援を拡充すること。個人の人権にも十

分配慮した取扱いがなされるよう留意するとともに具体的な規範やガイドラ

インを示すこと。 

  また、実施には広範な検査体制が必要と考えられることから、利用者の負担

と利便性も考慮し、費用面や証明手続きなど実用性のあるスキームを検討す

ること。 

  また、これらの証明書等については、紙などのアナログでの運用はもちろん

のこと、マイナンバーカードの利用等を含め、デジタル化を早急に実現するこ

と。 

  技術実証について、結果の評価方法をあらかじめ設定の上、データを蓄積・

分析、公表するとともに、その知見を活かして本格実施に移行すること。 

  また、国・自治体・事業者の役割分担などを含めた詳細な内容を速やかに示

すこと。加えて、今後、地元の円滑な協力が得られるよう、技術実証に必要な

費用については、全て国の負担とすること。 

  なお、出口戦略の検討においては、行動制限の緩和を中心に議論されてい

るが、感染しても重症化させずに国民の命が守られる医療体制の確保が出口

戦略の根幹であり、積極的疫学調査や入院・治療の徹底を堅持する体制の構

築を併せて議論すること。 

  また、今般の新型コロナによるパンデミックを教訓に、感染防疫を一元的、

主導的に担う組織の創設などを検討すること。 

 

（６）飲食店第三者認証制度による感染対策強化 

  認証制度を活用した飲食の場における感染対策の強化を促進するため、認

証店を対象とした地域の実情に応じたプレミアム付クーポン券の配布などの

需要喚起策への財政支援を講じること。 

  加えて、第三者認証制度を実施するに当たっては、各店舗の実施状況を確認

する見回り活動を丁寧に行う必要があることから、国において十分な財政措

置を講じること。また、飲食店利用者が店舗の対策を評価・発信する仕組みに

ついては、公平公正な評価手法を精査するなど、科学的根拠に基づき事業効果

を検討した上で慎重に、かつ地域の実情に応じた制度の導入を図ること。 

  今後、事業者に直接的に影響を与える制度変更に当たっては、早期の情報

提供を行うこと。 
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（７）旅行者等の出発前のワクチン接種・ＰＣＲ検査等 

  ワクチン接種証明制度の構築、出発前のＰＣＲ検査等を支援する公費負担

制度を検討するとともに、メディア、ＳＮＳ等を十分に活用し周知徹底するこ

と。 

  また、「搭乗前モニタリング検査」の北海道・沖縄県内の空港及び広島・福

岡・鹿児島空港以外への拡大、検査体制の拡充、旅行のキャンセル料全額負担

など、国として実効性ある措置を講じること。 

  加えて、広域移動となる航空機での旅行等については、「搭乗前モニタリン

グ検査」を含め、搭乗時におけるワクチン接種完了を確認する制度又はＰＣＲ

等検査の陰性判定やキャンセル料補填制度の構築を検討すること。 

 

（８）イベントにおける感染防止対策の徹底等 

  感染防止対策とイベント・行事等の両立を図るため、大規模イベント等にお

ける、感染防止対策の徹底について、実行性のある対応策を速やかに検討する

こと。 

  また、イベントの開催制限について、現在の対処方針の運用では、宣言解除

後の経過措置期間終了後は、収容率のみの制限となり、チケット販売開始後に

緊急事態宣言等が発出された際、既販売分は有効となるため、基準に基づく制

限と実態が合わない事例が生じる恐れがある。こうした事態を避けるために、

国として統一的な対応策を示すこと。 

 

２．緊急事態宣言やまん延防止等重点措置について 

 

（１）緊急事態宣言等の手続き等の改善 

  来たる「第６波」に備え、引き続き国と地方が一体となり、スピード感をも

って感染の抑え込みに取り組むことが不可欠であり、感染状況に即応し、緊急

事態宣言やまん延防止等重点措置を現場の実情を把握している知事の要請に

応じて、国会報告等も含めて手続の簡素化・迅速化を図り、適用までの時間を

短縮するなど迅速かつ機動的に発動できる仕組みに見直すこと。 

  また、爆発的な感染拡大時においては、全国に「緊急事態宣言」又は「まん

延防止等重点措置」を適用した上で各都道府県知事が地域の感染状況に応じ

た対策・地域を選択できる運用の導入を検討すること。 

  さらに緊急事態措置からまん延防止等重点措置へ移行した場合であっても、

措置期間終了まで一連の命令期間となるよう特措法の改正等について検討す

ること。また、同一の経営者が命令に違反した店舗を複数経営している場合に

は、店舗数に応じた過料となるような対策についても併せて検討すること。 

  併せて、まん延防止等重点措置については、緊急事態宣言に至らないための

前段階の措置という制度の趣旨に則って運用するとともに、同一都道府県内
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全域を対象可能とするなど、措置内容の抜本的な見直しを含め、実効性を格段

に引き上げる運用とし、特措法の改正も含めてさらなる改善も検討すること。 

  今後も「感染爆発」が生じ得るとの認識に立ち、「エリア限定」「短期間」「よ

り強い措置」を合言葉に、現行法制下で可能なことを実施する、いわゆる「ロ

ックダウン」のような、徹底した人流抑制策について、国の責任の下で、特措

法・旅館業法等の必要な法整備を早急に検討すること。 

  また、直ちに感染拡大防止に効果を発揮できる内容へ基本的対処方針を変

更することも含めた運用の見直しをはじめ、爆発的感染拡大の危機を突破す

るため、現行特措法下でも可能な幅広い制限とこれを可能とする国の財源措

置について、例えば、ロードプライシングなどあらゆる思い切った措置も含め、

速やかに検討すること。 

 

（２）緊急事態措置の指標等の見直し 

  緊急事態措置解除等の判断指標や入院・療養等の基準の見直しに当たって

は、現場の実情を把握している都道府県知事の意見を十分に踏まえること。 

  特に、重症者の増加や医療ひっ迫を回避するためには、新規感染者数を注視

することが引き続き重要であることから、感染抑制効果が充分に得られず、行

動制限を繰り返すことがないような基準とすること。 

  また、緊急事態措置の解除に関する新基準が示されているところであるが、

今後、ワクチン接種が進むことにより、重症化リスクが低減され、病床に与え

る影響も少なくなることを踏まえ、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置

を発令する際の基準についても見直しを検討すること。 

  また、感染傾向の変化等を踏まえたステージ判断のための新たな指標の考

え方についても、明確かつ速やかに示すこと。 

 

（３）地域の感染状況や実情に応じた対応 

  基本的対処方針については、各都道府県知事が地域の感染状況や実情に応

じた対策を、より効果的かつ大胆に講じられるよう、地域の感染状況がより反

映される手法や都道府県単位以外の対策も含め機動的に変更を行うなど、地

方分権改革の理念に基づいた特措法の運用を行うとともに、店名公表や命令

等について速やかに実効性をもって実施できるよう改善すること。 

 

（４）休業要請や営業時間短縮要請における地方の負担軽減 

  各都道府県が特措法第 24条第 9項の規定に基づき各地域で独自に取り組む

休業要請や営業時間短縮要請、ガイドライン遵守のための見回り活動を躊躇

なく実施できるよう、引き続き地方創生臨時交付金のさらなる増額や、即時対

応特定経費交付金の期限撤廃・交付基準の引下げなどの財源措置等により地

方負担が生じないよう、国として全面的な財政措置と柔軟な運用を行うこと。 
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  また、今後、協力金の負担割合等の地方財政に影響を与えるような制度改正

を行う際には、事前に地方に相談すること。 

  さらに、地方創生臨時交付金の算定に当たっては、営業時間短縮要請等に係

る協力金等の所要額が大きくなっていることから、財政力にかかわらずすべ

ての自治体が地域の実情に応じた事業を地方の判断により実施できるように

し、更なる増額配分を行うこと。 

  併せて、協力金の事業者への支払時期と地方創生臨時交付金における国庫

支出金の受入時期がずれることで、各都道府県において、一般財源の立替え

が累積して資金繰りが厳しくならないよう、国は、地方創生臨時交付金の概

算払いの機会を増やすこと。 
 

（５）協力要請推進枠の支援拡充 

  協力要請推進枠による支援の対象について、基本的対処方針において休業・

時短要請の対象とされながら施設運営事業者に対する協力金が協力要請推進

枠の対象外となっている施設を加えること。 

  また、令和３年９月３０日までに第三者認証店への申請がなされ、認証手続

き中の店舗については、第三者認証店と同様に支援の対象とすること。 

  さらには緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域以外の地域も含め

て、知事が効果的な感染拡大防止対策を行えるよう、人流抑制効果が高いイベ

ント関連施設や商店街単位での小規模店舗のほか、酒類の提供停止、カラオケ

設備の利用停止により直接的な影響を受ける事業者や、宿泊施設、旅行業者等

をはじめ、飲食業及び大規模施設以外の事業者に対する休業・時短要請につい

ても対象とすること。 

  また、感染拡大に至らないよう各自治体が独自の時短要請等を感染急拡大

前から行っている現状を踏まえ、こうした努力を促進するよう緊急事態措置

区域とまん延防止等重点措置区域及びそれら以外の地域との間における協力

金の下限単価及び算定に際する日額売上高に乗じる率の差異を是正するなど、

適用される制度間での財政支援の公平化を図ること。 

  

（６）規模別協力金等における事務費支援の拡充 

  規模別協力金の早期給付における支払回数や確認作業などに加え第三者認

証制度の取得の有無によって、営業時間の短縮や酒類の提供など要請内容が

異なるため、それらの確認に係る事務量の増加に対応する必要な財源措置を

行うこと。 

  併せて、早期給付後に要請に従っていないことが判明した場合、協力金の返

還、将来にわたる債権管理などの課題を踏まえた制度設計を行い、回収不可能

となった協力金については都道府県の財政負担が生じないよう国が必要な財

政措置を講じること。 
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３．第５波の教訓を踏まえた検査・医療体制及び水際対策の強化について 

 

（１）変異株に対応した検査・医療体制の強化 

  変異株も含めた感染拡大防止のため、検査体制の強化を踏まえ、感染がさら

に拡大する前に迅速かつ的確な対応がとれるよう、都道府県・保健所による感

染ルートの探知、積極的疫学調査及び入院・治療の徹底を支援すること。 

  さらに、濃厚接触者以外の戦略的ＰＣＲ検査の実施要領作成、保健当局間で

疑い例も含めた陽性患者の情報共有を迅速に行うための実効性ある体制整備

を早急に図るとともに、陽性者が越境する事例等が生じないよう感染症法の

厳格な運用を図ること。 

 

（２）スクリーニング検査や全ゲノム解析の全国展開 

  変異株のスクリーニング検査が地域で実施できるよう、国として地方衛生

研究所の体制整備や民間検査機関への委託を活用した検査実施の支援、試薬

の開発や配分、検体の保管ルール等の設定、民間検査機関における実施の働き

かけを行うこと。 

  また、各都道府県で全ゲノム解析を導入できるよう、専門知識・技術を有す

る職員の長期間の派遣、国立感染症研究所による技術研修の実施、検査室の改

修など施設・設備整備の補助金の創設、検査機器の貸与増や試薬・器材の安定

供給体制の確保など、地域における遺伝子解析を支援することとし、これらの

経費は国において全額財政措置をすること。 

 

（３）科学的知見に基づく感染予防策の活用 

  デルタ株をはじめ変異株に係る全国のデータを集約し、国として速やかに

ワクチンの効果も含め実態分析を行うとともに、効果的な濃厚接触者の指定

や自宅待機の要請等ができるように積極的疫学調査の実施要領を見直すこと。 

  また、サーベイランスにより得られた変異株の感染力や重症化等の特性、子

ども・若者への感染等についての分析結果や具体的感染事例、効果的感染予防

策等について、詳細に都道府県等や国民へ情報提供し、どのようなリスクがあ

り何に注意すべきか国として具体的にわかりやすく示すこと。 

 

（４）水際対策の徹底 

  世界各国での変異株の確認等を踏まえ、新たな変異株に対する水際対策を

徹底し、対象となる変異株の流行国・地域からの入国については、感染状況に

応じて機動的に対象国を拡大すること。 

  また、入国者に係る都道府県への情報提供を迅速かつ的確に行うとともに、

健康観察期間中に入国者等が所在不明となることのないよう、所在や連絡先

の把握などに取り組み、健康観察期間中に有症状となった場合は、症状の程度
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にかかわらず漏れなく把握し、管轄保健所への通知と医療機関受診のフォロ

ーアップ徹底を図ること。 

  併せて、外国からの船舶入港前に取得している情報を、港湾管理者に伝達す

るようにすること。 

  今後、制限を緩和する際は、専門家の知見も踏まえながら慎重に検討するこ

と。 

 

（５）自費検査の結果が保健所に届く仕組みの構築 

  改正感染症法第１６条の２の規定に基づき、自費検査を行う民間検査機関

に対する協力要請が行われているが、未だに陽性の検査結果が出たにもかか

わらず被検者への受診勧奨が行われず、保健所にその連絡が届かない事例が

生じていることから、自費検査機関が提携医療機関を持つことを義務づける

など、確実に陽性の結果が保健所に届く仕組みを早急に構築すること。 

 

（６）保健所の業務効率化・簡素化 

  積極的疫学調査や入院勧告などの重要な機能を保健所が円滑に行うことが

できる体制を確保するため、国としても保健師の派遣や育成も含めた体制の

充実確保を図ること。 

  また、新型コロナウイルス感染症に係る高額所得世帯の入院治療費の自己

負担廃止による算定事務の効率化、特定医療費（指定難病）受給者証の更新手

続延期、国への報告の整理など業務の効率化・簡素化を図るとともに、保健所

業務のデジタル化をさらに推進すること。 

 

（７）地域医療体制への支援 

  今後の新興・再興感染症の感染拡大にも対応できるよう、新型コロナウイル

ス感染症の重症・中等症患者の受入に中心的な役割を果たした、二次・三次医

療を担う医療機関の診療報酬を大幅に引き上げること。 

  また、医学部定数の取扱いや公立・公的病院に係る地域医療構想については、

新型コロナウイルス感染症対策に支障のないよう、慎重な対応を図ること。 

  さらに、感染症有事に備える取組について、より実効性のある対策を講じる

ことができるような法的措置や行政の体制強化を検討するに当たっては、都

道府県内で統一的な対策の実施を可能とするため、都道府県と保健所設置市

との役割分担を見直し都道府県主導で必要な措置を講じられる仕組みを構築

することも含めて検討を行うほか、地方の意見を十分に踏まえること。 

  また、更なる感染拡大時には、地域医療への影響を十分に踏まえながら、国

において、他地域の医療人材に影響を及ぼさないよう国立病院機構や大学病

院等の人材を活用する等の手法により、大都市圏を始めとする感染拡大地域

に臨時医療施設を設置するなど、医療提供体制の充実・強化を図ること。 
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（８）都道府県の枠組みを超えた広域医療体制の構築 

  感染者急増時に備え、国において都道府県の枠組みを超えた広域病床を別

途整備し、病床がひっ迫した際には患者を広域搬送して受け入れることや、広

域搬送時における帰路の負担軽減などを支援する仕組みを構築すること。 

  また、感染拡大地域への医師・看護師の応援派遣について、国において自衛

隊の活用や地域間協力なども含め総合調整をしっかりと行うとともに、ＤＭ

ＡＴ等を参考に、感染症危機管理対策に機動的に対応できる医療チームの育

成等を国の責任で行うこと。 

  さらに、広域的な災害に備え、自衛隊員や警察官など危機管理に関わる職種

については、ワクチンの優先接種の対象とすること。 

 

（９）入院待機施設への支援拡充 

  都道府県が設置する入院待機施設について、宿泊療養施設として位置づけ

た場合は全額国庫負担となるが、臨時医療施設として位置づけた場合は、運営

に必要な経費は、診療報酬で対応する仕組みとなっており補助対象とならず、

診療報酬相当額である４分の１は地方負担となる。新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援交付金の対象経費を拡充する等により、国が全額財政措置を

行うこと。 

 

（10）自宅療養者の重症化防止等 

  自宅療養前には、血液検査やバイタル確認などを行い、重症化の恐れがない

ことを確認するなど、早期受診・早期治療の体制を確立するとともに、患者の

安全を確保するため、都道府県・自治体と協力しつつ、政府として日本医師会

等の医療・看護関係者とともに、外来における診療体制と往診等の体制構築を

速やかに進めること。 

  また、容体が悪化した患者を迅速・確実に医療の管理下に置くための体制整

備に取り組む都道府県に対し十分な支援を行うこと。 

  さらには、症状悪化時に確実に酸素投与等につなげることができるよう、施

設の整備、酸素濃縮装置等の機器や人材の確保について、国が財政支援を行う

とともに、中和抗体薬など重症化防止のための医薬品の供給を図ること。 

  自宅療養者の個人情報の取扱いについては、都道府県と市区町村が連携し

やすいよう、都道府県に実施の可否を判断させるのではなく、災害対策基本法

における要配慮者名簿の提供のように、特措法の中に個人情報の提供の根拠

を定めること。 

  感染者急増期に、多数の自宅療養者が一斉に避難を要する大規模災害が発

生する場合に備え、自宅療養者の避難対策の考え方を示すこと。 
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（11）後遺症に係る医療提供体制の整備 

  後遺症に悩む患者の医療の確保に向けて、専門家による分析・検証を行うな

ど後遺症の実態解明を早急に進め、これらの情報を国民に広く周知し、また都

道府県へ情報共有するとともに、各都道府県が実施する後遺症に係る医療提

供体制の整備に係る経費について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金の対象とすること。 

 

（12）医療従事者確保への働きかけ及び支援 

  更なる病床と宿泊療養施設の確保及びそれぞれの稼働率の向上、自宅療養

における適切な医療の提供並びに臨時医療施設、酸素ステーションの設置に

向けて、医療従事者の一層の協力が得られるよう、緊急時には現行の感染症法

より強制力のある要請が可能な法制度を整備すること。 

  併せて、国としても医師会や国立病院機構、大学病院等を含めた医療関係団

体に対して働きかけを強力に行うとともに、医療従事者を派遣することに伴

い休床・休棟が生じる医療機関へ休床補償を行うための経費を新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金の対象とすること。 

  また、宿泊療養施設等における勤務についてもワクチン接種と同様に労働

者派遣や被扶養者の収入確認の特例の対象とすること。 

  さらに、宿泊療養・自宅療養及び新型コロナウイルス診療に対応できない高

齢・障害者施設等において、オンラインも含めて診察等を行う医師及び健康観

察を行う看護師を国が雇い上げ、入院以外でも安心して療養できる仕組みを

検討すること。 

  加えて、国においては、療養環境の優れた宿泊療養施設の充実など、地域の

実情に応じた体制強化の取組を支援すること。 

 

（13）治療に必要となる医薬品、医療機器等の支援 

  入院受入医療機関については、個人防護具（PPE）だけではなく、治療に必

要となる医薬品、医療機器等の不足により治療に影響を及ぼすことが無いよ

う、都道府県の要望を踏まえ、国による供給も含め、積極的に介入すること。 

  また、診療・検査医療機関や受診相談を行う医療機関が引き続き発熱患者へ

の対応を行う必要があることを踏まえ、補助金の交付や PPE 等の供給を継続

すること。 

 

（14）中和抗体薬等の活用促進 

  現在、特例承認されている中和抗体薬（カシリビマブ・イムデビマブ、ソト

ロビマブ）は重症化防止に効果が期待できることから、必要な患者に迅速かつ

公平に投与が行えるよう、供給の飛躍的拡大・円滑化を図るとともに、そのス

ケジュールや供給見込みを示すこと。 
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  また、必要な患者に対し迅速に中和抗体薬を使用できるよう、医師の判断に

よる柔軟な対応を含め、広く活用し得る環境整備を進めること。 

  併せて、現在開発が進められている治療薬等が新たに承認された場合や、既

存薬を用いた効果のある治療方法について、速やかに現場が活用できる環境

を整備すること。 

 

（15）治療薬の開発や国内製造への支援 

  英国においては、早ければ今秋にも、新型コロナウイルス感染症の内服治療

薬を少なくとも２種類、供用開始することを目標に、治療薬の開発や国内製造

を支援する「抗ウイルス薬タスクフォース」を設置している。 

  我が国においても、新型コロナウイルスを完全に制圧するため、大胆な資金

投入を行い、国家的重要戦略として、政府が主導して治療薬の研究・実用化や

治療法の確立を実現すること。 

  また、国産ワクチンの速やかな製造販売承認も含め、特色ある技術を有する

創薬ベンチャーなど治療薬等の研究開発を行う研究機関・企業等に対し重点

的な支援を行うほか、医薬品・医療機器等を扱う産業の育成を戦略的に進める

こと。 

  なお、現在国内で開発や治験が進んでいる内服治療薬については、国におい

て安全性等を踏まえ早期に承認検討の手続きを行うとともに、承認後は速や

かに供給スケジュールや供給見込みを示すこと。 

 

（16）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の延長 

  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、医療提供体制拡

充のための必要な支援は令和３年１０月以降も当面実施されることとなって

いるが、必要な支援の対象となる経費の範囲などの詳細が不明であることか

ら、各自治体に速やかに示すとともに、病床確保や臨時医療施設の設置をはじ

めとした対策に必要な財政措置を確実に講じること。 

  併せて、各都道府県に配分された令和２年度交付分の残額については、一旦

国庫返還手続等を行うことなく、令和３年度交付手続きの中で効率的な執行が

できるよう柔軟な取り扱いとすること。 

 

（17）感染患者の受入及びその後方支援への財政支援強化 

  診療・検査医療機関や感染患者の入院受入医療機関の体制確保のため、都道

府県が医療機関に交付する協力金を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金の対象とし、都道府県が一括して取り扱えるようにすること。 

  また、病床確保について、引き続き十分な財政支援を行うこと。特に、後方

支援病床の確実な確保のため、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる

病床と同様の空床補償制度の創設など、新型コロナウイルス感染症緊急包括
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支援交付金の対象拡大・弾力的運用・増枠による支援を行うとともに、同一医

療機関内での転床時も診療報酬かさ上げ措置の対象とすること。 

  併せて、周産期の陽性者受入病院の支援や小児医療体制支援等を強化する

仕組みづくりを国として構築すること。 

 

（18）感染症患者受入れ医療機関等に対する迅速かつ安定的な財政支援 

  深刻な病床ひっ迫時にも対応していくため、新型コロナウイルス感染症患

者受入れ医療機関に対する迅速かつ安定的な財政支援策として、災害時の概

算払いを参考にした感染拡大前の水準での診療報酬支払い制度を適用となる

地域の都道府県知事の意見を踏まえたものとし、可及的速やかに実現するこ

と。 

  また、院内感染時のさらなる経営支援を新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の対象とするとともに、これまでに確保した全ての病床に対し

て継続して空床補償ができるよう、重点医療機関の要件を満たさない一般医

療機関の病床確保料の補助単価増を含め、引き続き、同交付金において地方が

必要とする額を確保すること。 

  さらに、一般医療の制限を行う範囲等の指針について、国が責任をもって明

らかにし、当該制限に伴って生ずる経営上の損失の補償についても国の責任

において財源措置を行うほか、処遇改善や業務負担軽減を通じた医療従事者

の確保、感染症専門施設の設置支援に取り組むこと。 

  併せて、こうした地域の医療・福祉の提供体制を維持するため、新型コロナ

ウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわらず、受診・利用控えにより減収

が生じている医療機関、薬局、健診機関、介護・福祉サービス、あん摩マッサ

ージ・鍼灸・柔道整復等の事業所や医療・福祉等従事者などへの支援を国の責

任において行うこと。 

 

（19）重症病床以外で重症患者を受け入れる場合の診療報酬の見直し 

  緊急的に中等症病床など重症病床以外で重症患者を受け入れる場合、当該

患者の診療報酬について、病院の負担を考慮し、臨時的な取扱いで示された人

員配置や報告の有無にかかわらず、ＩＣＵ又はＨＣＵ入院料と同等の診療報

酬を算定できるようにすること。 
  また、上記のような状況が継続した場合、その実態を踏まえ、当該病床の空

床確保料について、ＩＣＵ又はＨＣＵと同等の単価を適用できるようにする

こと。 
 

（20）医療検査体制の充実に要する財政支援 

  回復患者を受け入れる医療機関や社会福祉施設への支援、高齢者や障害者

の入所施設等の従事者への集中的検査及び幅広いＰＣＲ検査（モニタリング
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検査）に要する経費など、医療検査体制の充実に要する財政負担が多額となる

ことが見込まれるため、感染者の多い地域に対する地方創生臨時交付金の感

染症対応分の増額など、国として全面的な財政措置を行うこと。 

 

（21）オンライン診療（電話診療含む）に係る診療報酬の見直し 

ウィズコロナに対応し、ポストコロナを見据え、オンライン・電話診療の

普及・拡大は必須であるが、対面形式と比較して、診療報酬が低額であり、労

力や負担に見合っておらず、活用を阻害する要因となっているため、今後のよ

り一層の普及に向け、適切な診療報酬体系に見直すこと。 

 

（22）社会福祉施設等への感染対策支援 

  新型コロナウイルス感染症対策としての介護・障害分野の報酬上乗せ措置

は9月末までとされ、10月以降は補助金により継続支援することとされたが、

都道府県の財政負担増とならないよう、国が責任をもって財源を措置するこ

と。また、都道府県及び各サービス事業所の事務負担が増加しないよう、手続

き等について簡素な方式の制度設計とすること。 

  さらに、サービス提供体制確保事業について、施設職員の感染等によって業

務継続が困難な場合が生じており、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金の柔軟な活用等による対策を国の責任において措置すること。 

  その他、障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業につい

て、地域の実情や要望等を踏まえ、国の責任において十分な財政措置を講ずる

こと。 

 

（23）高齢者、障害者及び児童の入所施設等でのクラスター発生防止 

  医療機関や高齢者、障害者及び児童の入所施設における従事者への集中的

検査や、新規の入院・入所者に対するＰＣＲ検査、さらには感染が確認された

場合の支援チームの派遣について、緊急事態宣言等の対象地域に限らず全国

すべてで財政措置を行うこと。 

  また、クラスター発生時における現地の施設内での療養のあり方について、

障害者施設も高齢者施設と同様にかかり増し経費の補助を行うことも含め検

討すること。 

  併せて、保育所等の児童福祉施設等における感染拡大に対応するため、新型

コロナウイルス感染症防止や事業継続計画（ＢＣＰ）の指針、保育士等の研修

プログラムを早急に作成すること。 

  なお、多くの高齢者施設で職員及び入所者へのワクチン接種が完了してい

ることや、国民の行動制限の緩和などの現状を踏まえ、施設において、感染対

策を徹底した上で行動制限を緩和できるよう、国は、高齢者施設における面談

や外出のあり方についてガイドラインを早急に示すこと。 
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（24）学校における感染対策支援 

  子どもの感染が増加している状況を踏まえ、ワクチン接種の対象年齢に満

たない児童や幼児が利用する小学校や放課後児童クラブ、保育所、幼稚園をは

じめとする学校等における保健衛生用品の購入や教職員も含めたＰＣＲ検査

の実施、ＣＯ２モニター等の機器整備など、感染防止対策に要する経費につい

て、十分な財源を確保し適切な支援を行うこと。また、業務に従事する職員等

に慰労金を支給するなどの支援策を講じること。 

  さらに、小学校の臨時休校等により、休暇を取得せざるを得ない保護者に対

する小学校休業等対応助成金・支援金の再開については、一人でも多くの方が

支援を受けられるよう、国が責任をもって、周知を図ること。 

 

４．ワクチン接種の円滑な実施について 

 

（１）１回目・２回目接種の完了に向けた取組 

  各都道府県、市区町村では、総理が言及された「今年１０月から１１月まで

の早い時期にかけて希望するすべての方への接種完了」に向けて、医療従事者

の協力を得て接種体制を構築し取り組んでいる。 

  国においては、３回目接種の前に、まず希望するすべての方に２回接種する

ことを最優先とし、市町村が必要とする量のファイザー社製ワクチンを確保

の上、速やかに配分することも含め、円滑な接種が大都市部・地方部を問わず

可能となるよう万全を尽くすこと。 

  そのために、特に以下の点に留意して取り組みを進めること。 

・市区町村の実情を踏まえた上で、新たに１２歳になる方などを含めて、希望

する種類、量のワクチンを確実に供給するとともに、供給計画について丁

寧に説明を尽くすなど、情報の早期共有を図ること。 

・接種完了に向けて柔軟な対応ができるよう、モデルナワクチンの移送のさ

らなる要件緩和等を行うこと。 

・医師が交互接種の必要性を判断するための具体的な基準を早急に示すこと。 

・第５波では１２歳未満の子供が感染する事例が顕著に目立ったことから、

海外での接種事例や知見を踏まえつつ、速やかに接種対象拡大に関する国

としての方針を示すこと。 
・ワクチンの効果や副反応について、客観的デ－タに基づいた分析・検証を行

い、特に若年層・壮年層を中心に、接種が周りの方も含めて守ることを示す

正確な情報を、様々なツールを活用して発信すること。また、ワクチン接種

が一定程度完了した後の状況を見据え、抗体の定着状況を把握するための

抗体検査の実施について、国としての見解を早期に示すこと。 
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（２）追加接種（３回目接種）の実施に向けた取組 

  ２回接種後概ね８ヶ月以上経過した者を対象として実施する方針が示され、

国からは対象者全員への実施を想定して準備を進めるよう通知された。 

  ただ、詳細は引き続き議論することとなっていることから、特に以下の項目

について早急に検討を進め、国としての見解を示すこと。 

・接種順位の考え方や対象者の範囲、ワクチンの種類について早期に示した

上で、実際の運用に当たっては自治体で柔軟な設定ができるようにするこ

と。 

・海外では追加接種に否定的な意見もあるため、追加接種の必要性や有効性、

副反応について、国民に向けて丁寧な説明を行うこと。 

・具体的なスケジュールを含めた接種の進め方について早期に提示すること。 

・接種計画策定に必要となる供給量の目安を速やかに自治体に示し、１回目・

２回目接種のような供給量の急激な減少が生じないよう、必要なワクチン

の種類、量を確保すること。 

・大規模会場や職域接種で接種した方への追加接種については、適切な接種

体制の構築や都道府県の取組への支援、また希望する企業による実施を認

めるなど、市区町村の負担の軽減を図ること。 

・新たに１２歳になる方など、希望者に対する接種は継続的に実施していく

ことを踏まえ、１・２回目用と３回目用のワクチンの相互間融通を可能と

するとともに、自治体ではなく医薬品卸業者による低温での流通体制を構

築すること。 

・３回目接種の前提となるＶＲＳの入力について、関係団体へ改めて早急な

入力の依頼を行うとともに、読み取りエラーへの対応やエラーデータの補

正等について、対応マニュアルの提供など可能な限りの支援を行うこと。 

・追加接種に要する費用については、地方の負担が生じないよう、国において

確実に財政措置を講じること。 

・３回目接種と「ワクチン・検査パッケージ」との関係性について、国として

早期に考え方を整理し示すこと。 

 

５．全国の事業者への支援及び雇用対策について 

（１）補正予算による大胆かつ強力な経済対策の断行 

  厳しい経済情勢を踏まえて、地方創生臨時交付金の市町村分を含む２兆円

規模の増額や、飲食店、観光・交通関係といった幅広い事業者の支援を含め、

補正予算での措置により、大胆かつ強力な経済対策を断行すること。 

 

（２）事業者への支援 

  新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により国民や全国の幅広い業種
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の事業者に深刻な影響が顕著となっていることから、持続化給付金や家賃支

援給付金の再度の支給など、国において手厚く大胆な経済支援・生活支援を講

じること。併せて、事業者支援・感染防止対策に必要な財源として新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付を行うこと。 

  また、セーフティネット保証４号と危機関連保証の指定期間の延長及び８

月１日から指定対象業種が減少したセーフティネット保証５号の全業種の再

指定、税や保険料の軽減・猶予等の措置を講じること。 

 

（３）雇用調整助成金の特例措置等の延長 

  雇用調整助成金等の特例措置について、現行特例は１１月末まで、うち中小

企業の助成率は１２月末まで延長される方針が示されたが、緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置の度重なる発出と長期化の影響が拡大していることを

踏まえ更に延長を行うこと。 

  また、地域によって支援に差が生じないよう、緊急事態宣言地域やまん延防

止等重点措置区域以外も含め、全国において業種や業況等に関わらず公平な

特例措置を行うとともに、５月以降の縮減については縮減前の水準までの遡

及適用を行うこと。 

  今後、雇用調整助成金の特例措置の段階的な縮減を検討する際は、地域経済

と雇用情勢を十分に把握・分析し、都道府県の意見を十分聞いた上で行うこと。 

  なお、雇用調整助成金の財源不足に伴う雇用保険料の引き上げに向けた検

討をする場合は、感染拡大や感染防止措置により事業者や労働者がともに大

きな影響を受けていることに配慮すること。 

 

（４）地方創生臨時交付金の総額確保と弾力的な運用 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、全国にお

いて地域経済への支援や感染対策を継続的に講じることが求められているこ

とから、今後の感染状況も踏まえ、市区町村も含めて地方団体が必要とする額

について、予備費からの充当も含め、引き続き交付金を確保し、地方に対して

早期にその見通しを示すこと。 

  これまでの協力金が膨大な額に上る中、支給時期と臨時交付金の交付時期

とのずれにより、一時借入に伴う利払いを余儀なくされている現状を踏まえ、

補正予算等による地方創生臨時交付金の市町村分を含む２兆円規模の増額を

実施するとともに、速やかに交付すること。 

 なお、国の令和３年度予算に計上される国庫補助事業等に係る地方負担額

についても交付対象とするなど確実な地方財政措置を講じること。 

  また、地方団体独自のプレミアム付商品券や地域振興券の発行等消費喚起

事業や、地元産農林水産物の学校給食等への利用等の事業者支援に資する事

業も事業者支援分の対象とするなど、地方団体が地域の実情に応じて実施す
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る事業が幅広く対象となるよう、さらなる柔軟な枠の見直しを行うとともに、

基金積立要件の弾力化など、機動的な運用や繰越を含む期間延長、手続きの簡

素化などを図ること。 

  併せて、国の支援措置に対し地方団体が上乗せ支援を実施する場合もあり、

事務負担軽減の観点から、申請・受給データ等の情報の連携を図ること。 

 

（５）中小企業の事業支援 

  中小企業事業再構築促進事業について、要件が厳しく取り組みにくいとの

声が事業者及び支援機関から出ていることから、小規模事業者も含めより多

くの中小企業が取り組みやすくなるよう、新規性要件等の補助対象要件を緩

和すること。 

  また、中小企業生産性革命推進事業についても、多くの事業者が活用できる

よう柔軟に対応すること。特に持続化補助金については、採択率の向上につな

がる予算の増額や、添付書類の簡素化、事務手続き（採択、交付申請、交付決

定等）の迅速化、補助事業終了後の速やかな事務処理（補助金額の確定等）な

ども図ること。 

  併せて、サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金による

国内の工場等の整備に対する支援を継続すること。 

 

（６）事業者の資金繰り支援 

  事業者への資金繰り支援について、新規融資・追加融資の迅速かつ柔軟な実

行の徹底や、返済猶予・条件変更等も含めたアフターケアを金融機関に指導す

るなどフォローアップを強化すること。 

  また、償還・据置期間の見直しを弾力的に行い、信用保証協会による信用補

完制度の拡大や、信用保証に基づく代位弁済や預託原資調達に係る借入利息

等の都道府県に生じる負担に対する支援を行うこと。 

  さらに、大企業とみなされ支援対象外となる地方の中堅企業に対しての中

小企業支援策の適用、日本政策金融公庫の資本性劣後ローンの貸付期間延長

や金利引下げ等の条件緩和及び同ローンを対象とする信用保証制度の創設な

ど、コロナ禍が長期化する現状を踏まえ、特に事業の継続と雇用の維持に重点

を置いて、事業者や労働者等への支援を行うこと。 

 

（７）観光事業支援 

  地域観光事業支援について、感染状況からいまだ事業着手できていない都

道府県があることや、感染拡大の影響が長期化していることを踏まえ、事業費

を翌年度に繰り越すことも視野に入れて、一人当たりの補助限度額を Go To ト

ラベル事業並みに引き上げた上で、利用期間等を延長するとともに、支援が途

切れることがないよう当該事業予算の増額や追加配分を行うこと。 
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  さらに居住地と同一の都道府県内の旅行に限られる現行制度では十分な需

要喚起が図れないことから、感染状況に応じて近隣圏域での旅行も対象に加

えること。 

  加えて、ステージⅢ相当以上により事業を停止する際のキャンセル料等の

補填を直接経費として取扱うとともに、事業停止までの猶予期間中の旅行等

についても補助対象とするなど、補助対象経費の拡充、間接経費上限（直接経

費 10％）の緩和等、柔軟かつ弾力的な運用とすること。 

  また、Go To トラベル事業について、感染状況などの地域の実情を踏まえ適

切に運用することとし、事業を再開する際には、都道府県との十分な情報共有

を行うこと。 

 加えて、事業期間の柔軟な対応や、観光地での消費につながる地域共通クー

ポンについて、地域性や周遊旅行の特性等を反映した運用が可能となる割引

率の効果的な設定等の工夫、全国で宿泊等に利用できる前売りクーポン事業

の速やかな創設を検討すること。 

  なお、これまでの観光事業支援の恩恵にあずかれない小規模・零細な宿泊業、 

旅行代理店、貸切バスやタクシー、土産物店などの事業者へのきめ細やかな支

援を創設すること。 

  また、ポストコロナを見据え、観光と感染拡大の関係性の分析・検討を行い、

国内旅行及び外国人旅行客の受入れに関する観光再生ビジョンを強力に打ち

出すこと。 

 

（８）Go To キャンペーン事業 

  Go To キャンペーン事業は地域経済に与える効果が大きいことから、各都道

府県知事の意見も踏まえた上で、感染状況に応じて再開するなど柔軟に対応

すること。 

  Go To イート事業については、食事券の販売期限（最長 11 月 15 日）及び利

用期限（最長 12 月 15 日）の更なる延長を行うとともに、食事券発行額を拡充

すること。 

  また、Go To イート事業の延長に伴い必要となる事務費等について、十分な

財政措置を行うとともに、都道府県の判断に伴う販売等停止期間分の延長に

ついては、地域の事情に応じて柔軟に対応すること。 

  さらに、事業者や国民に混乱を与えることのないよう食事券の取扱いにつ

いて、適時適切な周知に努めるとともに、キャンペーン事務局からの加盟店へ

の代金振り込みが早期に行われるよう対応を講ずること。 

 

（９）食料生産と農山漁村を担う農林漁業者への支援 

  観光需要の激減や、飲食店の営業自粛など業務用米の需要低迷による米の

概算金下落により、米農家は大変厳しい現状に直面していることから、新米時
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期に合わせた消費拡大策を重点的に支援するとともに、主食用米の価格安定

に向け、積極的な米の需給改善策を講じること。 
  また、国民のいのちをつなぐ食料生産を担う我が国の農林水産業の維持・継

続に向け、新型コロナによる影響により厳しい状況に直面している生産者に

対し、実態に応じたきめ細かな支援を行うこと。 
 

（10）交通事業者等への支援 

  既に大きな損失を被っている上に、緊急事態宣言の延長等により非常に大

きな打撃を受けているバス、鉄道、空港会社を含む航空、船舶、タクシー、レ

ンタカー、運転代行業者等に対し、事業規模に応じた手厚い経営支援を行うこ

と。 

  また、ＪＲローカル線の安定的な維持・存続を図るため、路線ごとの収支差

に応じた減収補填制度を創設するとともに、新型コロナウイルス感染症の影

響を理由とした急進的な合理化をすることがないよう、路線毎の構造的課題

への対策を含め国として積極的に関与すること。 

 

（11）航空機産業関連事業者への支援 

  世界的な旅客機需要の大幅な落ち込みにより、航空機産業関連事業者は厳

しい経営環境に直面しているが、この需要低迷はさらに数年間は続くことが

予測されている。このため、官需の前倒しによる下支えや事業再構築支援の継

続、影響の長期化を見据えた雇用調整助成金の特例措置の延長を始めとした

事業継続の支援を行うこと。 

 

（12）イベント主催者等への支援 

  イベントの中止や利用自粛などにより、文化施設や文化芸術団体等は厳し

い運営状況となっていることから、施設運営や個人が実施する文化芸術活動

等に対する支援、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の期間外にわたる場

合も含めたイベント主催者・舞台関係者が本来得られるチケット等の収入に

対する補填（キャンセル料への補填）等の支援を行うこと。 

  特に、野外フェスティバルなど、複数業種の事業者（バス運行会社や飲食事

業者、旅行代理業者など）が関わる全国的な大規模イベントについては、感染

拡大防止の観点から、主催者がやむなく中止・延期した場合において、主催者

の損失額は極めて多額である。国の支援事業の上限額を大幅に拡大するとと

もに、イベント関係事業者にも本来得られる収入に対する補填（キャンセル料

への補填）等の支援策を講じること。また、開催地が緊急事態措置区域又はま

ん延防止等重点措置区域の場合に限って国がキャンセル費用を支援している

「コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金」の地域要件を見直し、開催

地がそれ以外の場合にも支援対象とすること。 
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  こうした支援の拡充に要する経費も含め、国において十分な財源を確保す

ること。 

 さらに、結婚式場等の支援や結婚等についての気運醸成、自粛が続く団体客

向けの大規模な宴会場への支援など、支援の届かない事業者への対策を講ず

ること。 

 

（13）在籍型出向の周知・非正規雇用労働者等への支援 

  在籍型出向について、制度活用に向けて徹底した周知を行うとともに、提出

書類の簡素化を図ること。加えて、中堅・大企業等についても出向元・出向先

双方に対する助成を中小企業並みに引き上げること。 

  事業者に対して、アルバイト等で働く方への休業手当の支払いと雇用調整

助成金等の活用を働きかけること。加えて、労働者が直接国へ請求できる休業

支援金・休業給付について、学生や女性を含めた非正規雇用労働者に対して制

度の活用に向けた周知を徹底するとともに、申請に関するサポート体制を整

備すること。 

  また、感染・濃厚接触により外出自粛の要請を受けた場合やワクチン接種の

副反応が大きく出た場合に休業することになった事業主や非正規雇用の方な

ど、休業支援を受けられない方に対して、一定額の助成を行う等の支援策を講

じること。 

 

（14）テレワーク等の推進 

  ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」「新しい生活様式」に対応し

た働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働

き方として、テレワークの更なる導入・定着を図るとともに、国としても各種

の行政手続きの申請期限の延長等の措置を講ずること。 

 

（15）職業能力開発促進策等の一層の充実・強化 

  現下の雇用情勢を踏まえ、労働者の新たなスキルの取得といった職業能力

開発促進策等の一層の充実・強化を講じ、人手不足や成長分野への労働力移動

を図るとともに、新規学卒者をはじめ、女性、障害者、定住外国人などそれぞ

れの状況・特性に応じた実効性のある雇用対策を講じること。 

 

（16）地方税の減収に対する措置 

  令和２年度限りとされている減収補填債の対象税目拡大や公的資金の確保

について、新型コロナウイルス感染症の影響や地方税収の動向を注視し、想定

を超える大幅な減収が生じた場合には、令和２年度の措置を踏まえ、必要な措

置を講じること。 
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６．誰ひとり取り残さない社会の構築について 

 

（１）人権を守る対策 

  感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者をはじめとするエッセンシャ

ルワーカーやその家族、さらには他の都道府県からの来訪者や外国人等に対

するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、感染者等個人の特定などによ

り人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策を強力に

講じること。 

  併せて、ワクチン接種の強制や、接種を受けていない者に対する偏見や差別、

心ない誹謗中傷についても、絶対にあってはならないものであり、政府として

も全国的な啓発や相談窓口の設置を行うこと。 

  また、地方の相談窓口の設置やネットモニタリング業務等に対する財政支

援、国によるＳＮＳを活用した人権相談窓口の設置などを行うとともに、国に

おいて感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

 

（２）在住外国人への支援 

  在住外国人に対しては、言葉の壁による意思疎通の難しさ等にも十分配慮

し、改めて感染対策を呼びかけるとともに、国においても感染拡大防止につな

げるための実態把握等を行うこと。 

  また、職場やコミュニティにおける感染防止対策が徹底されるよう、経済団

体や大使館等を通じて、きめ細かな周知を図るとともに、在住外国人を雇用す

る派遣事業者や派遣先についても業種別ガイドラインを策定するなど、早急

に対策を強化すること。 

  さらに、在住外国人に対する保健所の積極的疫学調査、入院調整、健康観察

等をはじめ、宿泊療養施設又は自宅における療養、外来診療・検査等が円滑に

進むよう、通訳者等の雇用や多言語化等にかかる経費について、十分な財政的

支援を講じるとともに、特に地域で不足する通訳者等の人材の確保・育成を行

うこと。 

  また、外国人住民への適切なワクチン接種のため、コールセンターでの多言

語対応などの環境整備と市区町村への財政支援も確実に行うとともに、解雇

等により生活困難となっている在住外国人に対する生活・就労支援を検討す

ること。 

 

（３）孤独・孤立対策 

  今回のコロナ禍によって深刻化している、孤独・孤立対策を強力に進めるた

め、国においては孤独・孤立対策に関する連絡調整会議や３つのタスクフォー

スでの議論を早急に進めて、同対策を強力に推進するための戦略、指標の整備、

進捗管理の仕組みなどの対策の全体像を早期に提示すること。 
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  加えて、いつ、誰でも孤独・孤立に陥り得るという認識の下、特定の対象や

課題に偏ることなく包括的に支援することが可能となるよう、相談窓口の整

備、アウトリーチ型の支援、ＮＰＯ等の支援団体・個人に対する支援、地方に

おける人材育成への支援等の充実を図ること。 

 また、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金、地域女性活

躍推進交付金、地域自殺対策強化交付金など地域の実情に応じた取組を支援

するための各種交付金の財源確保や対象拡大を図ること。 

 

（４）子どもや学生への支援 

  引き続き、子どもの貧困や児童虐待、ＤＶの潜在化のおそれや、学校の臨時

休校や放課後児童クラブ、保育所等の休所により、普段以上に子どもたちの孤

独・孤立が危惧される状況となることが想定される。このため、子ども食堂を

はじめ地域で子育て支援を行う団体等への支援の強化など、子どもや保護者

等の声を聴くことを含め、子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保する

ために必要な施策を講ずること。 

  ひとり親家庭や多子世帯、ＤＶ事案への継続的な支援や女性が社会とつな

がるための支援が確実に届く「プッシュ型」の支援を早急に検討すること。 

  加えて、生活福祉資金貸付等の各種特例措置の継続、修学旅行のキャンセル

料等への国の支援及び有意義な教育活動である修学旅行実施への配慮、国民

文化祭などの行事開催に向けての支援、大学生等の経済的負担の軽減や再び

就職氷河期世代を生み出さないための対策のほか、新生活のスタートを切る

若者への支援策を講じるなど、子ども庁創設の検討も含め、将来世代等を応援

するための対策を行うこと。 

  特に、アルバイト収入が減少するなど経済的に困窮している大学生・専門学

生等を支援するため、高校生の就学支援より要件が厳しい修学支援（授業料等

減免、給付型奨学金）の要件緩和を図るなど、支援を強化すること。 

 

（５）生活困窮者への支援 

  生活が困難な方を支える生活福祉資金の特例貸付について、償還免除の要

件を住民税非課税世帯に限定せず、借受人の収入実態等に基づき判断するな

ど、さらなる緩和をするとともに、償還が困難となった方への償還猶予制度の

弾力的な運用などにより、貸付金の返済が生活の立て直しの妨げとならない

よう対策を講じること。 

  また、今後、生活が困難な方への相談や支援の中心となる生活困窮者自立支

援事業の上限枠を見直すなど、継続的な支援体制が整備できるよう支援する

こと。加えて、住居確保給付金における求職活動要件の再緩和を継続すること。

さらに、収入が減少した方の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の

保険料減免について、引き続き国による全額の財政支援を継続すること。 
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  新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金について、収入が減少し、生活に

困窮する方に必要な支援が行き渡る制度となるよう、支給要件（収入、資産、

求職活動）を緩和し、申請・支給期間を延長すること。 

 

（６）学校への支援 

  すべての児童生徒の平等な学習機会の確保のため、低所得者世帯における

オンライン学習に必要な「高校生等奨学給付金制度」等の通信費補助を拡充す

るとともに、インターネット通信環境のない世帯への通信費支援等を行う自

治体に対する補助制度を創設するなど、十分かつ恒常的な財政措置を行うこ

と。 

  併せて、分散登校、ハイブリッド授業などについての財源措置を行うほか、

部活動についての統一的な考え方や感染防止対策・心のケアについての方針

を早急に示すこと。 

  また、学校現場においては、感染拡大防止のための作業負担が重い状態が続

いていることから、昨年度と同水準の教員業務支援員及び学習指導員を配置

できるよう、財政支援を行うこと。 
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